
制 定：平成 30年６月 18日 

最近改正：令和６年６月 28日 

 

放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業補助金交付要綱 

 

（趣旨）  

第１条 この要綱は、大阪市補助金等交付規則（平成 18 年大阪市規則第７号、以下

「規則」という。）に定めるもののほか、放課後児童支援員（以下「支援員」とい

う。）に対し、経験年数や研修実績に応じた段階的な賃金改善の仕組を設け、支援員

の処遇改善を行っている補助事業者に必要な経費を補助することにより、職員の定

着を図り、安定的・継続的な保育による保育の質の向上及び児童の安全・安心な居

場所を確保するとともに、次世代を担う児童の健全育成を図ることを目的とする。 

 

（補助の対象及び補助額） 

第２条 補助の対象となる支援員は、次のとおりとする。 

（１）雇用年数が１年を経過している支援員 

（２）経験年数が５年以上かつ総勤務時間が 5,000時間以上の支援員 

（３）経験年数が 10年以上かつ総勤務時間が 10,000時間以上で事務所長的立場に 

 ある支援員 

２ 補助の対象となる経費は、経験年数や研修実績に応じた段階的な賃金改善の仕組

により、平成 28 年度と補助金交付年度の間で行われた賃金改善に要する人件費の

うち基本給（月給等や決まって毎月支払われる手当）として支払われた金額とし、

超過勤務手当や一時金等その他人件費は対象外とする。 

３ 第１項の分類に応じ補助金の額は、次の金額を上限とする。 

（１）年額 131,000円 

（２）年額 263,000円 

（３）年額 394,000円 

４ １支援の単位あたりの年額上限は 919,000円とする。 

 

（交付額の算定方法） 

第３条 補助金の交付額は、前条第１項の分類に応じ、前条第３項に定める金額と、

基本給（月給等や決まって毎月支払われる手当であり、超過勤務手当や一時金等そ

の他人件費は除く）による賃金改善に要した人件費の年間総額を比較して少ない方

の額とする。ただし、この額に 1,000円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨て

る。 

 

（補助事業の要件等） 

第４条 補助金の交付を受けるには、以下の要件をすべて満たさなければならない。 

（１）補助金の交付の対象となる事業が、本補助金交付年度に大阪市留守家庭児童対

策事業補助金交付要綱に基づき、当該補助金の交付を受ける事業であること。 

（２）補助の対象となる支援員が、都道府県が実施している放課後児童支援員認定資

格研修の受講を本補助金交付年度までに修了し、本補助金交付年度開始時に本補助



金の交付対象となる事業者において、大阪市放課後児童健全育成事業の届出等に関

する要綱に基づき支援員として届出がなされ、事業に従事していること。 

（３）補助の対象となる支援員が、都道府県及び本市が実施している放課後児童支援

員等研修、又は、本市が適当と認める研修を本補助金交付年度に少なくとも１回以

上受講していること。 

２ 第２条第１項に規定する経験年数及び総勤務時間は、本補助金交付年度に本補助

金の交付対象となる事業における勤務開始日から補助金交付年度の４月１日現在

までの継続した勤務年数及び勤務時間を言い、途中での各種休業、無給の休暇、休

職、退職及び同一事業者内での異動からその後の復職までの期間は含めない。 

なお、その他施設・事業所での経験年数等を合算することはできない。 

ただし、第４条第１項に規定する事業を複数有する事業者は、各事業所における

経験年数等を合算することができる。 

経験年数の算定にあたっては、暦にしたがって計算し、一月に満たない端数が生

じたときはこれを切り捨てる。 

３ 本補助金の対象となる同一の支援員について、複数の支援の単位から交付申請す

ることはできない。 

４ 本補助金交付年度開始時において、経験年数等に応じた定期昇給等の仕組の導入

及び昇給金額が雇用契約書・就業規定等で証明されるとともに平成 28 年度と補助

金交付年度の間で賃金改善が行われており、それが基本給（月給等や決まって毎月

支払われる手当であり、超過勤務手当や一時金等その他人件費は除く）によって行

われていることが賃金台帳等の書面で証明されなければならない。 

ただし、賃金改善が、平成 28年度と補助金交付年度の間における、一度限りの昇

給や単年度のみの昇給または雇用主との話し合いによるといった仕組等、補助対象

支援員のキャリアアップ処遇改善とみなされない本補助金の趣旨に添わないもの

は定期昇給等の仕組には該当しないものとし、補助要件を満たさないものとする。 

  なお、最低賃金の上昇に伴う賃金改善分（ベースアップ分）及び大阪市留守家庭

児童対策事業補助金交付要綱第７条第 11 項に規定する放課後児童支援員等処遇改

善事業補助金については、賃金改善額及び支払賃金には含めない。 

５ 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する場合は、支援員の初任給の額を平

成 28年度において支援員に支払われた賃金とみなす。 

（１）平成 28 年度において賃金改善を受ける当該支援員が当該クラブに勤務してい

なかった場合 

（２）平成 28年度において当該クラブが開設していなかった場合 

６ 本補助金により賃金改善を行う基本給以外の項目において賃金水準を低下させ

てはならない。 

ただし、業績等に応じて変動するとされている賞与額等が、当該要因により変動

した場合については、この限りではない。 

７ 事業所長的立場にあるものは一の支援の単位につき１名までとし、事業所長的立

場にあることが運営規程や辞令等により証明されなければならない。 

 

（交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする事業者は、「放課後児童支援員キャリアアッ



プ処遇改善事業補助金交付申請書」(様式１号)に規則第４条各号に掲げる事項を記

載し、事業開始日の属する年度の４月末までに市長に提出しなければならない。 

なお、期限を超えた申請は受け付けない。申請書等提出書類に誤り等があり補正

する場合、すみやかに補正し、適正な申請がなされない場合も申請は受け付けない。 

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

ただし、（２）及び（３）については、過去に提出したものから変更のない場合 は、

この限りでない。 

（１）「放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業補助金対象一覧表」（様式１号

別紙） 

（２）「放課後児童支援員資格認定研修修了証」の写し 

（３）段階的な賃金改善の仕組・金額が確認できる書類 

 

（交付決定） 

第６条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査、

必要に応じて行う現地調査等により、法令等に違反しないかどうか、事業の目的、

内容等が適正であるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを調査し、補助

金の交付の決定をしたときは「放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業補助

金交付決定通知書」(様式２号)により補助金の交付の申請を行った者に通知するも

のとする。 

２ 市長は、前項の調査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたとき

は、理由を付して「放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業補助金不交付決

定通知書」(様式３号)により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。 

３ 市長は、補助金の交付の申請が到達してから 30 日以内に当該申請に係る補助金

の交付の決定又は補助金を交付しない旨の決定をするものとする。 

  ただし、申請を補正するために要する期間は含まない。 

 

（申請の取下げ） 

第７条 補助金の交付の申請を行った者は、前条第１項の規定による通知を受領した

場合において、当該通知の内容又は規則第７条第１項の規定によりこれに付された

条件に不服があり申請を取り下げようとするときは、「放課後児童支援員キャリア

アップ処遇改善事業補助金交付申請取下書」(様式４号)により申請の取下げを行う

ことができる。 

２ 申請の取下げをすることができる期間は、交付決定通知書を受けた日の翌日から

起算して 10日とする。 

 

（交付の時期等） 

第８条 市長は、補助金の交付の決定を受けた事業（以下、「補助事業」という。）の

完了後、第 14 条の規定による補助金の額の確定を経た後に、補助金の交付の決定

を受けた者（以下「補助事業者」という。）から請求書（様式５号）による請求を受

けた日から 30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。  

 

（補助事業の変更等） 



第９条 補助事業者は、補助対象支援員の退職等補助事業の内容等の変更（軽微な変

更を除く。）をしようとするときは、事前に「放課後児童支援員キャリアアップ処遇

改善事業補助金変更承認申請書」(様式６号)及び同別紙を、補助事業の中止又は廃

止をしようとするときは、事前に「放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業

補助金中止・廃止承認申請書」(様式７号)を市長に対し提出し、承認を受けなけれ

ばならない。 

２ 前項の軽微な変更は次のとおりとし、各号いずれか充たすものとする。ただし、

補助事業の目的及び要件等に変更の無い場合に限る。 

（１）補助金の予定金額が交付決定額より低くなる場合 

（２）補助金の交付額に影響のない経験年数等に応じた定期昇給等の仕組及び昇給金

の変更がある場合 

３ 補助対象支援員の退職等により月の途中での補助事業内容の変更申請が補助事

業者からあった場合は、第６条の交付決定額の範囲内で当該変更の実施月数に応じ

て補助金の交付額を変更する。 

なお、変更（退職等）にあっては、変更日が 15日以前の場合は、変更日の属する

月の前月までを、変更日が 16 日以降の場合は、当該変更月までをそれぞれ補助の

対象とする。 

ただし、補助金額の算定にあたり、千円未満の端数が生じた場合は切り捨てるも

のとする。 

４ 市長は、第１項の申請があったとき、補助事業変更が適当と認める場合は、「放課

後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業補助金変更承認決定通知書」(様式８号)

により、補助事業の中止又は廃止が適当と認める場合は、「放課後児童支援員キャ

リアアップ処遇改善事業補助金中止・廃止承認決定通知書」(様式９号)により、そ

れぞれその旨を補助事業者に通知する。 

５ 市長は、補助事業変更が不適当と認めたときは、理由を付して、「放課後児童支援

員キャリアアップ処遇改善事業補助金変更不承認通知書」(様式 10 号)により事業

者に通知する。 

 

（事情変更による決定の取消し等） 

第 10 条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情変更によ

り特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、

又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。 

２ 前項の取消し又は変更を行った場合においては、市長は、「放課後児童支援員キ

ャリアアップ処遇改善事業補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書」(様

式 11号)により補助事業者に通知するものとする。 

 

（補助事業等の適正な遂行） 

第 11条 補助事業者は、補助金を他の用途への使用をしてはならない。 

 

（立入検査等） 

第 12 条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めるときは、

補助事業者に対して報告を求め、又は補助事業者の承諾を得た上で職員に当該補助



事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査し、若しくはその事業

の内容及び補助金の使途について調査・質問し、必要な改善を指示させることがで

きるとともに、必要な改善の指示に従わない場合には、補助金額を変更させること

ができ、「放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業補助金決定変更指示書」

(様式 12号)により、補助事業者に通知する。  

 

（実績報告書） 

第 13 条 補助事業者は、補助金交付年度の末日又は年度途中で大阪市留守家庭児童

対策事業補助金交付事業者としての承認を返上するときは、「放課後児童支援員キ

ャリアアップ処遇改善事業補助金実績報告書」(様式 13号)に規則第 14条各号に掲

げる事項を記載し、市長に提出しなければならない。   

２ 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

（１）「放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業補助金実績報告書」（様式 13号

別紙） 

（２）支払済み基本給の総額・内訳及びその改善額が確認できる書類 

（３）「賃金台帳」の写し 

３ 補助事業者が月の途中で、大阪市留守家庭児童対策事業補助金交付要綱に基づき、

当該補助金交付対象としての交付要件を満たさなくなった場合、または当該補助対

象事業者としての承認を返上する場合、本補助金については第６条の交付決定額の

範囲内で実施月数に応じて交付する。交付要件を満たさなくなった日または承認の

返上日が 15 日以前の場合は、当該日の属する月の前月までを、交付要件を満たさ

なくなった日または承認の返上日が 16日以降の場合は、当該日の属する月までを、

それぞれ補助の対象とする。 

ただし、補助金額の算定にあたり、千円未満の端数が生じた場合は切り捨てるも

のとする。 

 

（補助金の額の確定等） 

第 14 条 市長は、前条第１項の規定による実績報告書の提出を受けたときは、報告

書等の書類の審査、雇用契約書、就業規定、賃金台帳等根拠資料の現地調査等によ

り、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条

件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき

補助金の額を確定し、「放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業補助金額確

定通知書」(様式 14号)により補助事業者に通知するものとする。 

 

（決定の取消し） 

第 15 条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、補

助金交付決定等の全部又は一部を取り消すことができる。 

（１）虚偽の申請その他の不正な行為により、補助金交付決定等を受けた場合 

（２）補助金交付決定等の内容及びこれに付した条件その他法令等に違反した場合 

（３）補助金を他の用途へ使用した場合 

（４）その他市長が不適当と認める事由が生じた場合 

２ 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後におい



ても適用があるものとする。 

３ 市長は、第１項に規定する取消しを行ったときは、理由を付して「放課後児童支

援員キャリアアップ処遇改善事業補助金交付決定取消通知書」(様式 15 号)により

通知するものとする。 

 

（補助金の返還） 

第 16 条 市長は、前条第１項の規定により補助金交付決定等を取消した場合におい

て、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているとき

は、期限を定めて返還を命じ、「放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業補

助金返還命令書」(様式 16号)により補助事業者に通知するものとする。 

２ 前項の命令があったときは、当該補助事業者は返還を命じられた額を本市が定め

る期日までに大阪市あて納付しなければならない。 

３ 補助事業者は、第１項の命令を受けたときは、規則第 19 条の規定に基づき、加

算金及び返還金を納付しなければならない。 

 

（補助金の額の更正等） 

第 17条 第 13条に定める実績報告に誤りがあり、補助金に剰余が生じていたことが

確認された場合には、市長は、第 14 条に定める額の確定後もその余剰金を返還さ

せることができるものとし、補助事業者に「放課後児童支援員キャリアアップ処遇

改善事業補助金額更正通知書兼返還命令書」（様式 17号）により通知し、補助事業

者は、その剰余金を本市が定める期日までに返還しなければならない。（ただし、第

15条の取消し事由にあたる場合を除く。） 

２ 前項の規定により返還を命ぜられた補助事業者が納期日までに納付しなかった

ときは、税外歳入に係る延滞金及び過料に関する条例（昭和 39 年大阪市条例第 12

号）の規定により算出した延滞金を本市に納付しなければならない。 

３ 前項の規定により延滞金を納付しなければならない補助事業者が返還を求めら

れた剰余金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間

に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によ

るものとする。 

 

（関係書類の整備） 

第 18 条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を

常に整備し、第 14 条の通知を受けた日の属する年度の終了後５年間保存しなけれ

ばならない。 

 

（その他） 

第19条 その他実施に際して必要な細目は、専管する担当課長が定めるものとする。 

 

 

附 則 

１ この要綱は、平成 30年１月 18日から施行する。 

２ この要綱の施行の日が属する年度については、第５条第１項の規定については、



同項中「事業開始日の属する年度の３月末までに」とあるものは「平成 30 年２月

21日までに」とし、「６月末までに」とあるものは「平成 30年３月７日までに」と

する。 

附 則 

１ この要綱は、平成 30年 11月１日から施行する。 

２ この要綱の施行の日が属する年度については、第５条第１項の規定については、

同項中「事業開始日の属する年度の３月末までに」とあるものは「平成 31 年１月

21日までに」とする。 

附 則 

１ この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この要綱は、令和６年３月 26日から施行し、令和５年４月１日から適用する。 

附 則 

１ この要綱は、令和６年６月 28日から施行し、令和６年４月１日から適用する。 

 


